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1. 全体概要及び目的等 

(1) 全体概要 

現在、放置自転車管理システム（オンプレミス型）を稼働しており、撤去した放置自転車及び原動機付

自転車（以下「自転車等」という。）の撤去・保管・返還・処分の管理業務を行っている。現システムの

更新に伴い、放置自転車管理システム（以下「本システム」という。）を再構築することにより業務の効

率化と迅速化を図る。 

 

(2) 目的 

本業務は、本システムを構築し、以下のような成果を上げることを目的とする。 

・自転車等の撤去から返還及び処分に至るまで、管理可能なシステムを構築し、業務の効率化と迅速 

化を図る。 

・自転車等の画像をシステムで閲覧可能にし、所有者または利用者（以下「所有者等」という。）への 

問い合わせに対応できるようにする。 

   ・パッケージソフトを採用しカスタマイズすることにより、導入作業の軽減、導入期間の短縮及び初期 

導入費用の圧縮を図る。 

   ・本システムは大阪府警が導入している防犯登録シールのバーコード化に対応するものとする。 

・交通政策課と所轄警察署間に防犯登録照会用の専用PCを導入する。また、別途用意するＶＰＮ回線を 

利用し、閉域接続をおこなうことで安全に所轄警察署間との連携をおこなう。 

・交通政策課、豊中駅北自転車保管所、服部南自転車保管所でファイルの共有ができる仕組みを構築す 

ること。 

 

(3) システム設置場所 

・交通政策課       豊中市中桜塚３丁目１−１ 

・豊中駅北自転車保管所  豊中市本町２丁目５－１００ 

・服部南自転車保管所   豊中市服部南町４丁目６－３０ 

・豊中警察署       豊中市南桜塚３丁目４－１１ 

 

2. 放置自転車管理システムの調達範囲とシステム概要 

(1) 調達範囲 

(1.1) システム構築に係る調達範囲と対象システム 

本仕様書で示す各機能及び放置自転車対策業務の運用が可能な新システムを導入するものである。 

通信回線は、ＶＰＮなど専用回線又はそれに準ずる閉域回線サービスを利用すること。 

なお、通信回線は本調達外とし、既設回線を流用することとする。 

また、システム保守および移動体通信網との接続に関してはSoftEther等のセキュアなインターネット 

ＶＰＮ方式を採用するものとする。 
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図表-01 本業務における調達範囲 

 

区分 

 

本システム 

調達対象について 

 

調達範囲 

 

特記事項 

ソフトウェア 

アプリケーション 調達範囲に含む  

ミドルウェア 調達範囲に含む  

ソフトウェア構築役務 調達範囲に含む  

ネットワーク ネットワーク － 

本市ネットワークからクラウドサービス

を含むシステム接続のために必要な通信回

線は本市が準備する。なお、インターネッ

ト通信が必要な場合、プロバイダ契約は受

注者が準備すること。 

※データセンタ用に必要な場合は別途、本市

が調達する。 

 

以下の事項について留意すること。 

・本システム構築にあたって必要となるソフトウェアライセンスは受注者が準備し、その費用は本委

託に含めること。 

 

(1.2) システム作業方針 

本業務にて調達するシステムについて、以下に示す作業方針に準ずること 

 
図表-02 システム作業方針 

要件 内容 

開発方針 ・Web ベースのシステムを基本とし、ブラウザについては、「Microsoft Edge」また

は「Chrome」で正常動作すること。 

開発手法 ・品質確保、スケジュールの遵守が可能な開発手法であること。 

 

(2) 引き渡し期限 

令和6年（2024年）3月31日まで 

 

(3) 契約期間 

令和6年（2024年）4月1日から令和11年（2029年）3月31日まで（60ヶ月・長期継続契約） 
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3. 放置自転車管理システム機能要件 

(1)  放置自転車管理システム機能要件放置自転車管理システムの管理要件 

 

図表-03 管理要件 

要件 対象 内容 

性能要件 
オンライン 

レスポンスタイム 

オンラインレスポンスタイムは、５秒以内を目標とすること。

なお、業務に支障のない状態を確保すること。 

セキュリティ要件 

アクセス・ 

利用制限 

本システムは、利用者毎のアクセス管理が行われ、割り当てられた権 

限の範囲で操作可能な仕組みであること。 

データの暗号化 

の有無 

伝送データについては、第三者からの盗聴や改ざん等をされること無 

く安全に通信できること。 

ウイルス対策 

信頼性のあるウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のパターンファ 

イルを適用すること。 

アプリケーションの脆弱性を定期的（年１回以上）に診断・評価・分 

析し、脆弱性がもたらす危険性に対し対策を実施し報告すること。 

サービスを利用するために使用する OS、ミドルウェア、アプリケーシ

ョン及び各種制御プログラムについては、脆弱性に関する情報を定期

的（年１回以上）に収集し、必要なセキュリティパッチの適用を随時

実施すること。また、その実施状況について定期的に実施し、本市に 

報告すること。 

システムに対するセキュリティチェックを定期的に実施し、本市に報 

告すること。 

ログ対応 

サーバログ（システムログ、アプリケーションログ、セキュリティロ 

グ、操作ログ（またはアクセスログ）等）について、取得できること。 

操作ログ情報は 5 年度分を保存すること。 

バックアップ 

障害時等にシステムを復旧できるようなバックアップを実施すること。 

バックアップ実施インターバルは、障害発生時の前日へ戻せる状態に 

できること。 

システム利用時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。 

リストア作業 
日次バックアップとアーカイブから目標復旧地点までの復旧を受注 

者にておこなうこと。 
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データセンタ 

クラウド提案の場合、日本国内に立地するデータセンタのクラウドサー

ビスを利用し、日本国の法律が適用できること。また、必要に応じて立

入措置に協力できること。 

建物の入退室に係るセキュリティ対策が講じられていること。 

24時間365日運用、監視体制がとられていること。 

無停電装置等により、停電時に継続して運用できるよう対策が講じら

れていること。 

また、必要に応じて立ち入り措置に協力できること。 

システム監視 監視及び対象 
安定したシステム運用を実施するため、受注者にてシステムサーバの

監視機能を有すること。 

 

(2) セキュリティ管理 

 スケジュールによる自動データバックアップ機能を有し、データの保全が行えること。また、サーバ機

の場合はスケジュールによる自動運転とし、土日・祝祭日の運用も可能とすること。 

 

4. 放置自転車管理システム利用時間及び利用端末等 

(1) システム利用時間 

午前8時から午後7時まで（12月29日から1月3日を除く）及び夜間撤去の実施日は午後9時まで 

 

 

(2) システム利用端末数 

本システムの利用端末数は以下の通りである。（本市が準備する） 

図表-05 システム利用端末数 

項目 数 

クライアントPC 

・交通政策課：２台 

・豊中駅北自転車保管所：１台 

・服部南自転車保管所：１台 

・豊中警察署：1台 

スマートフォン端末 ・合計：２台 

タブレット端末 ・合計：２台 

バーコードスキャナ ・合計：３台 

プリンター 

・本庁：１台 

・豊中駅北自転車保管所：１台 

・服部南自転車保管所：１台 

 

 ※本庁および豊中警察署に配備するクライアントPC（各１台）は防犯登録照会用の専用PCとし、ファ

イルの共有を実施する仕組みを構築すること。なお、防犯登録照会用のPCは放置自転車管理システムに

接続は認めない。 
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(3) システム利用環境 

(3.1) 端末及びプリンター等 

 管理用パソコン、タブレット端末及びプリンター等は、本市で準備する。システムを利用するにあた

り、本市が準備する端末に必要な設定手順書を受注者で準備すること。なお、使用する管理用パソコン、

タブレット端末及びプリンター等は以下を想定している。また、本市が別途契約する機器賃貸借業者と連

携をとり引渡しすること。 

  

① サーバ機器（必要に応じて） 

項目 内容 

1 外形 タワー型 

2 基本部 HP ML30 Gen10 同等品以上 

3 CPU Xeon E-2314 （4コア/2.8GHz/ 8 MB）以上 

4 メモリ 16GB以上 

5 HDD 1TB以上×2（RAID1） 

6 OS Linux ディストリビューション 

7 ドライブ 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ 

8 アレイコントローラ 
HP Smartアレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー同

等品以上 

9 モニター 液晶ディスプレイ23.8型 

10 その他 日本語キーボード、マウスキットを付属 

  

② 無停電電源装置（必要に応じて） 

項目 内容 

1 機器 APC  Smart-UPS1000 LCD 100V 同等品以上 

2 定格容量 1000VA/670W以上 

3 ソフト PowerChute Business Edition  

4 設定 
電源供給の停止に伴い、サーバを自動シャットダウン

させる機能を有すること。 

 

③ クライアント PC 

項目 内容 

1 外形 液晶一体型(キーボード/光学マウス付) 

2 基本部 HP ProBook 450 G9 Notebook PC 同等品以上 

3 寸法（mm） 19.9（H）×359.4(W)×233.9(D)mm以下 

4 CPU Intel Core i5-1235U 

5 メモリ 8GB 

6 ストレージ SSD 256GB以上 

7 LAN 

有線：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

無線：802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) WiFi準拠 + 

Bluetooth 5.2 以上搭載 

8 モニター 15.6インチ以上 

9 OS Windows11 Professional (日本語、64bit) 
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10 ソフト 
Microsoft Office Personal 2021 

ウイルス対策ソフト（5年間） 

11 その他 セキュリティワイヤー及びマウスを付属させること 

 

④ ルータ（必要に応じて） 

項目 内容 

1 機器 YAMAHA RTX830 同等品以上 

 

⑤ ＶＰＮルータ（必要に応じて） 

項目 内容 

1 機器 NEC PA-WX 5400HP 同等品以上 

 

 

⑥ モノクロレーザープリンタ 

項目 内容 

1 タイプ モノクロページプリンタ 

2 寸法（mm） 249（H）×399（W）×373（D） 

3 最大用紙サイズ A4 

4 印刷方式 レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) 

5 最大プリント解像度 2400dpi相当 

6 印刷速度 A4片面印刷36枚/分以上 

7 搭載メモリ 1GB以上 

8 用紙サイズ 「A4、郵便葉書」に対応すること。 

9 給紙カセット 250枚×1段以上 

10 給紙トレイ 50枚以上 

11 用紙種類 「普通紙、再生紙、郵便葉書」に対応すること。 

12 プリンター OS 
Windows11、Windows Server 2019,2022に対応するこ

と。 

13 インターフェース 

USB2.0、 

有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

無線LAN：IEEE802.11b/g/n対応 

14 両面印刷 両面印刷対応 

 

⑦ スイッチングハブ（必要に応じて） 

項目 内容 

1 機器 YAMAHA  SWX2110-5G同等品以上 

 

⑧ 無線アクセスポイント（必要に応じて） 

項目 内容 

1 ワイヤレス規格 
ワイヤレス規格：IEEE 802.11ac/n/g/b/aに対応するこ

と。 

2 周波数範囲 
2.4GHz帯および5GHz帯を同時利用できる機能を有する

こと。 
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3 

機能 

電波干渉回避機能として自動チャネル変更や電波出力

自動調整が可能なこと。 

4 バンド・ステアリング機能を有すること。 

5 Macアドレスフィルタリング機能を有すること。 

 

⑨ スマートフォン端末 

項目 内容 

1 機器 
京セラ 法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX2 同等品

以上 

2 
付属品 

落下防止のストラップを用意すること。 

3 耐衝撃ケースを含めること。 

 

⑩ タブレット端末 

項目 内容 

1 機器 LAVIE T8 T0875/CAS プラチナグレー同等品以上 

2 OS Android11 

3 メインメモリ 4GB 

4 モニター 8型以上 

5 搭載ソフト 
発注者受託者協議のうえ、本システムに必要なソフト

以外は削除する。 

6 付属品 
落下防止のため、落下防止ベルトの付いたケースも各

保管所に1つ以上用意すること。 

 

⑪ 1次元バーコードリーダ 

項目 内容 

1 スキャン速度 200スキャン 

2 I/Fコネクタ形状 USB TYPE-A 

3 読み取りセンサー 2500pixel CMOS 

4 対応OS Windows10、11 

 

(3.2) ネットワーク 

本市の設置した既設回線、または無線回線を使用する。 

・本市とデータセンタ間の通信回線は本市が調達する。 

 

5.  放置自転車管理システム再構築業務委託における要件 

(1) 移行要件 

(1.1) システム移行 

   システム移行については、以下に示す内容を踏まえ実施すること 

 
図表-06 システム移行 

対象 内容 

最終データの移行 
システム構築後、各種テスト、システム利用者へのレクチャー終了後、令和６ 

年３月中旬-下旬にデータを移行する。 
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(1.2) データ移行

〇基本方針 

システム移行は、システム運用・各業務への影響を最小限に止めるために、極力各業務の繁忙期を避

け、業務に対する影響を抑制するように調整すること。また本市に事前に計画を説明し、承認を得るも

のとする。 

 

〇移行データ 

移行対象期間は、８年間分を予定している。データの移行にあたっては、本市職員の負担が最小限と

なる方法で行うよう留意すること。現行システムからのデータ抽出については、本市（本市より現行シ

ステム保守事業者に依頼）で実施をする予定であり、移行データの提供方法は、CSVや固定長等のテキス

トデータでの提供を予定している。なお、データが移行できているか、試行運転期間と本番開始前にそ

れぞれ１回以上データ検証を実施すること。対象データは以下の通り。なお、現行システムで管理して

いるデータ項目が新システムに存在しない場合や、新システムで管理しているデータ項目が現行システ

ムに存在しない場合は、取り扱いについて本市と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.3) 本番環境への移行・切替え作業 

本システムの本番稼働に際して、必要なシステム切替え作業を実施すること。 

  

図表-07 移行対象データ 

データ量（見込） 

放置自転車等登録件数 約 50,000 件 

返還件数 約 35,000 件 

処分件数 約 15,000 件 

データ項目 データ内容 

撤去情報 車両、撤去区域、撤去場所、撤去日 

 

車両情報 

防犯登録番号、標識番号、車体番号、車両メーカー、車種、色、 

車両状態、保管所搬送日、告示日、保管（返還）期限日、保管場
所、処理予定、返還（処分）の有無 

照会情報 
照会依頼日、照会回答日、盗難届出日 

利用者情報 
氏名、郵便番号、住所、電話番号、引取通知書の発送の有無、 
引取通知書発送日 

返還情報登録 
撤去保管区分、撤去保管費用、領収額納入日、返還日、返還場所 

処分情報 
処分日、処分明細、防犯登録番号、標識番号 
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(2) 研修要件 

(2.1) 研修の実施 

システム利用者向けの研修を２回以上実施すること。 

研修を実施するために必要となるシステム・端末の設定や講師の派遣、対象職員数に応じたサポート

要員の準備等、研修に必要となる一連の要素は受注者の負担にて準備すること。 

なお、研修後は、Q&A対応を行い、必要に応じ操作マニュアルの最新化を図ること。 

項目 研修内容 

システムの概要説明 システム概要等 

 

システムの操作説明 

システムの操作説明等を行う。操作説明の際は、ユーザー

向けの操作マニュアルを使用すること。なお、操作マニュ

アルは事前に本市の承認を得ること。 

システムの運用・保守に 

関する説明 
システムの運用、作業指示及び保守等に関する説明等 

その他必要事項 その他、システムに関する必要事項等 

 

 

研修環境 

本番環境で行う。ただし、本番環境で研修を行うことによ

り、データの整合性に影響を与える恐れがある場合は研修環

境での実施も許可するが、研修に必要なデータ整備・環 

境整備はおこなうこと。 

研修場所 本市が指定する施設にて開催すること。 

研修テキスト 
研修テキストは、受注者で準備する。なお、システム操作

マニュアル、システム運用マニュアルを含む。 

研修実施方法 講義と実機操作訓練を実施すること。 

研修用端末 受注者で準備する。 

 

(2.2) 研修後のフォロー 

前述の集合研修終了後からシステムリリースまでに、システム利用者より挙がる質疑等に関して回答

をおこない、マニュアルを更新すること。  

 

(2.3) マニュアル作成 

本システムの操作方法について、管理者及び利用者用マニュアルを作成し、納品すること。また、本

システムのバージョンアップなどで、操作方法が変更となる場合には、最新のマニュアルを提供するこ

と。 
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(3)  対象作業範囲と役割分担 

対象作業範囲と役割分担は想定として下記の表のとおりとし、本市と十分協議した上でその範囲を調

整することとする。 

作業 作業工程 実施目的 
役割分担 

本市 受託者 

 

 

 

 

環境構築 

事前準備 
システム化範囲、スケジュール等につい
て、打ち合わせをおこなう。 ◎ 〇 

設計 
サーバ、ネットワーク構成およびシステム運
用設計をおこなう。 ◎ 〇 

製造 
サーバ、ネットワーク、端末の構築をし、検
証をおこなう。 

 〇 

テスト 動作検証をおこなう。 △ 〇 

付帯作業 
本番環境作成  〇 

設定手順書作成 ◎ 〇 

 

 

 

 

 

システム構築 

分析 
システム化範囲、スケジュールを確定し、設
計を行う。そして、プログラムを作成する。 ◎ 〇 

設計 
入出力（画面・帳票）、データ連携機能を確
定する。 ◎ 〇 

製造 プログラムを作成しテストを実施する。  〇 

テスト テスト計画書の作成 ◎ 〇 

システム全体の動作を検証する。 ◎ 〇 

運用を想定した検証をおこなう。 〇 △ 

付帯作業 
職員に操作研修をおこなう。  〇 

本稼働立会い。 ◎ 〇 

 

 

データ移行 

分析 データ移行方法・移行項目を確定する。 ◎ 〇 

設計 移行に必要な機能を確定する。 ◎ 〇 

製造 プログラムを作成しテストを実施する。  〇 

移行 データを移行し、検証する。  〇 

クライアント構築 

データ検証 移行データの検証・修正をおこなう。 △ 〇 

ネットワーク

設計 

システム切替え時セットアップ 
△ 〇 

現地導入作業 現地にて導入作業をおこなう。 ◎ 〇 

動作確認 動作確認 ◎ 〇 

ドキュメント作成 ドキュメント

等作成 

運用・利用者・障害対応マニュアル、研修資

料などを作成する。 ◎ 〇 

プロジェクト管理 ＰＪ管理 各種計画書を作成し、プロジェクト管理をおこな

う。 ◎ 〇 

※◎：承認 〇：主担当 △：支援 
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(4) 成果物 

紙で2 部（正本、副本）、電子で1 部納入すること。 

なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。 

また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策を行い、使用したウイルス対策

ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。 

 

(5) 納入場所 

本市が指定する場所とする。 

 

6.  放置自転車管理システム保守業務 

(1) 一般事項 

(1.1) 保守範囲と対象システム 

本システム及びソフトウェアを保守の対象とすること。 

 

(2) 運用サポート 

(2.1) 運用サポートの概要 

契約上クラウドサービス料に含める場合も内訳を明確にし、適正化を図るものとする。 

運用サポートの作業内容は、システムの操作方法等に関する問い合わせ対応、重要処理の現地立会い

及び運用誤りに対する復旧作業など、本市が要望する作業を想定している。サポートの対応時間は後述

する「対応時間」を予定している。本業務受注者は電話、メール等で本市職員からの問い合わせ等対応

可能な環境を準備すること。具体的な体制の内容については、本業務受注者より本市に提示することと

する。 

 

(2.2) 運用保守対応時間 

以下の時間帯での対応を基本とする。但し、翌日のオンライン運用に影響を与えると思われる場合は、本

市と協議のうえ対応を決定する。 

図表-08 運用保守対応時間 

分類 運用保守対応時間 

平日 9:00～17：00 
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(2.3) 運用サポート要件 

契約上クラウドサービス料に含める場合も内訳を明確にし、適正化を図るものとする。 

 

項 目 概 要 

 

操作支援・Q&A 対応 
業務システム運用・操作等で発生する Q&A に対して

回答を行う。操作・データ抽出業務作業支援をおこな

う。 

調査支援・データ

保守支援 

 

運用で発生した問題点の調査・復旧支援をおこなう。 

 

バッチ処理対応 
バッチ処理のパラメタ確認及び、エラー発生時に対応

する。（再処理等） 

 

(3) 保守要件 

(3.1) ソフトウェア保守の提供 

前述の「システム利用時間」に示す、システム運転時間が担保されるよう実施すること。 

 

(3.2) ソフトウェア改修・予防措置 

本システムのソフトウェアの改修や不具合に係る措置等について、以下の通り実施すること。 

 
図表-09 ソフトウェア改修・予防措置の実施時期 

タイミング 内容 

定期 
機能改善や不具合対応等の是非を判断し、保守計画に沿って定期的に改修を 

実施すること。 

随時 
ソフトウェアに不具合がある場合は、改修等の是非を判断し、必要に応じて 

改修を実施すること。 

 

(3.3) ソフトウェアの構成管理・変更管理 

受注者は、最新の資源情報（パッチ、定義ファイル等）を、資源配付対象のソフトウェアに適用する

こと。また、受注者は、ドキュメント（設計書、結果報告書、手順書等）のバージョン、所在等を管理

し、変更があった場合は最新化をおこなうこと。 

 

(3.4) 障害対応 

本市からの問い合わせにより問題発生の通知・連絡を受けた場合、速やかに問題の原因を調査・分析

し、システム障害であれば以下に示す内容に従い、対策を講じること。 

  



- 13 -  

図表-10 障害等対応作業 

作業 内容 

障害受付 受注者は、市から障害についての連絡を受け、障害事象の情報収集をおこなうこと。 

障害内容解析／箇所特定 受注者は、障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。 

暫定対応 受注者は、障害から復旧して業務を再開するために暫定対応をおこなうこと。 

恒久対応 
受注者は、障害の要因について対処し、同事象の発生を防止するために、恒久 

対応をおこなうこと。 

再発防止策／記録 受注者は、障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。 

 

7. 本市のデータ資産の取扱いについて 

(1) 各種データ資産へのアクセス 

受注者は、システム運用において本市が許可した場合のみ、本市のデータにアクセスできるものとする。 

 

(2) データ引渡し 

サービスの利用契約が終了する際は、本市のデータ資産は無償ですべて本市に返却すること。なお、

返却は外部媒体（ＵＳＢメモリ等）にＣＳＶファイル形式で格納すること。また、ＣＳＶファイルは、

必要に応じてデータ分割し、各データ間の繋がりが確認できることとし、データ項目説明資料（テーブ

ル定義書、テーブル関連図等）を提示すること。 

ただし、提供が可能な状態へ変換したデータ及び変換後のデータ項目説明資料（テーブル定義書、テーブ

ル関連図等）の提示でも可とする。 

 

(3) クラウドサービスのデータ廃棄 

サービスの利用契約が終了する際は、本市へデータの引渡し完了後、データを復元不可能な状態に削

除し、書面により作業完了を通知すること。 

 

8. その他留意事項 

(1) 業務実施時における留意事項 

① 本市及び第三者機関などによる監査・検査等が実施される場合は、本市の指示に従い資料作成・実

地調査・質疑応答など速やかに対応すること。 

② すべての作業において、本市の業務、稼働中の業務システム等に影響を及ぼすおそれがある場合

は、事前に本市に報告し、作業の了承を得ること。 

 

(2) 関係法令等の遵守 

受注者は、放置自転車対策業務に関係する法令等に基づいて適正に業務を遂行すること。 

 

(3) 法制度改正への対応 

既存の法制度の改正について、構築時・運用保守時ともに、基本的にソフトウェアのバージョン（リ

ビジョン）アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるもの

とする。ただし、改修の規模によっては、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。なお、法



- 14 -  

制度改正の分類による対応は以下の通りである。 

図表-11 法制度改正とその対応 

 内容 

 

全国統一・定期的な法制度改正 

原則保守範囲内での対応とする。なお、本市の要求によりカスタ

マイズが施されている機能については、カスタマイズに関与する 

部分においてはその限りではない。 

大規模法改正（抜本的な法改正や 

新法・新制度対応） 
対応内容については、本市と協議のうえ、対応を定める。 

市規則・条例対応、市要望 軽微な修正（コード追加等）については保守範囲内で対応する。 

 

(4) 履行場所 

本市が指示する場所（受注者の事務所等を含む） 

 

(5) システム本稼働 

運用開始時期は、令和6年（2024年）4月１日からとする。 

 

(6) 納入物件 

本市と受注者が協議の上で作成されたスケジュールを基に適宜納品すること。なお、成果品の内容に

ついては、本市と協議の上決定すること。 

 

(7) 帳票等 

(１)発注者は、受注者が本件業務を遂行する過程で必要とする発注者の帳票、資料等（以下「帳票

等」という。）を無償で受注者に貸与するものとする。 

(２）受注者は、次の各号の一に該当する場合は、前項に基づき貸与された帳票等を速やかに発注

者に返却するものとする。 

①本件業務が終了した場合 

②その他合理的な理由により発注者が返却を要求した場合 

(３)受注者は、貸与された発注者の帳票等の取扱いについては、善良な管理者としての注意を払

わなければならないものとする。 

 

(8) 従事者 

①受注者は、あらかじめ本件業務に従事する従業員（以下「業務従事者」という。）及び業

務従事者から責任者を選任し、その氏名を発注者に通知するものとし、当該者を交替させ

る場合も同様とする。 

②受注者が選任した業務従事者について発注者が不適格であるとして異議を申し出たとき

は、受注者はその扱いにつき発注者と協議しなければならないものとする。 

③受注者は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する雇用主としての一切の義

務を負うものとし、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛

生管理等に関する一切の指揮命令をおこなうものとする。 

④受注者は、本件業務遂行上、業務従事者が発注者の事務所等に立ち入る場合、発注者の防
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犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。 

⑤責任者は、受注者の代理人として本件業務の実施に関する指揮監督、勤怠管理、安全衛生

管理、情報セキュリティ教育の実施等をおこなうものとする。 

 

(9) 報告義務 

①受注者は、本件業務の遂行において、疑義が生じた場合又は重大な事故があった場合は、

直ちに発注者にその旨を報告しなければならない。 

②受注者は、「（8）従事者⑤」の規定において、発注者が実施状況等の報告書の提出を求めた場

合は、直ちにその旨を報告しなければならない。 

③受注者は、本件業務終了時には「業務完了報告書」等を速やかに提出するものとする。 

④受注者は、本件業務終了までの間、月ごとにおける業務進捗及び業務実績・実施状況

（「業務実績等報告書（月報）」等を発注者に提出するものとする。 

⑤本件業務の遂行において、本件業務を発注者の事務所等において実施する必要がある場合

は「作業申請書」等を提出するとともに、作業終了時には、「作業報告書」等を提出するも

のとする。 

 

(10) 身分証明書の携帯及び秘密保持 

①業務従事者は、発注者の承認を得て発注者の作業場所へ本件業務作業のために立ち入ること

ができる。この場合において、その当該業務従事者は必ず身分証明書を携帯しなければな

らない。 

②受注者は、発注者所有のデータ保護のため、データ保護管理責任者を定め、発注者に通知す

るものとする。 

③データ保護管理責任者は、業務従事者が不必要に発注者所有のデータを取り扱うことがな

いように、本件業務作業中の監視をおこなうものとする。 

④発注者及び受注者は、それぞれこの契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上

の秘密を第三者に漏洩してはならないものとし、この契約終了後も同様とする。 

 

(11) その他 

①本仕様書は、本業務の基本的な内容について示しているが、業務の性質上、実施内容が必須な事

項、また、本仕様書に記載のない事項であっても、本業務遂行するために必要と認められる事項

は柔軟に対応すること。 

②本業務の遂行にあたっては、「豊中市個人情報保護条例」ほか、その他関連法令、条例規則など、

関係法令を遵守すること。 

③次回機器入替時は、データ移行に協力すること。 

 


